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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第72期

第１四半期連結
累計期間

第73期
第１四半期連結
累計期間

第72期

会計期間

自平成23年
４月１日
至平成23年
６月30日

自平成24年
４月１日
至平成24年
６月30日

自平成23年
４月１日
至平成24年
３月31日

売上高（百万円） 37,453 45,767 186,711

経常損益（百万円） △142 976 7,193

四半期（当期）純損益（百万円） △375 554 7,532

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
△587 △892 7,837

純資産額（百万円） 8,321 15,686 16,579

総資産額（百万円） 104,877 120,059 122,821

１株当たり四半期（当期）純損益

金額（円）
△1.33 1.97 26.71

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 7.6 12.9 13.3

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△2,788 342 16,304

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
263 △1,078 △11,587

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
2,661 96 △751

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
7,617 10,575 11,610

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

 　　　 ３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、第72期第１四半期連結累計期間は純損失であ

り、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第72期及び第73期第１四半期連結累計期間は、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。

　

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。　
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　　　当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　(1）業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要の顕在化やエコカー補助金の復

活を中心とした個人消費の押し上げ影響等により、景気は持ち直し基調となってきました。一方、米国では自動車販

売は好調を維持しているものの、失業率の高止まりが個人消費を押し下げ、景気の回復は鈍いままです。欧州では、

南欧の財政不安が欧州圏の経済を下押ししており、依然景気の先行きは不透明な状況です。中国やインドを中心と

した新興国においては、主な輸出先である欧州の景気低迷も影響し、景気の伸びがスローダウンしてきております。

当社グループの関連する自動車業界においては、エコカー補助金の復活により、第１四半期の自動車販売は好調

を維持したものの、第２四半期には予算払底による補助金の終了も見込まれ、その反動により自動車販売の苦戦が

予想されます。

このような市場環境のもと当社は、エコカー補助金終了による国内自動車販売の下振れリスクはあるものの、自

動車販売好調を維持している米国やアジアを中心とした成長市場での商機を確実に捉え、変動費を中心としたコス

ト低減活動の推進に加え、経費の圧縮等により収益力のある企業体質への転換をはかってまいります。　

　当第１四半期連結累計期間における連結業績の概要は次のとおりであります。

　当第１四半期連結累計期間においては、国内での新車販売の前年同期比大幅増加によるＯＥＭ（相手先ブランド

による生産）市場向け販売増加を主要因として、売上高は前年同期比22.2％増収の457億67百万円となりました。増

収に伴う変動費増加や開発費を中心とした固定費の増加はありましたが、営業利益は13億42百万円と前年同期比大

幅増加（前年同期の営業利益は15百万円）となりました。また、経常利益、四半期純利益はそれぞれ9億76百万円、5

億54百万円（前年同期はいずれも損失）となりました。

　　

　セグメント別の業績概要は次のとおりであります。各セグメントの売上高は外部顧客に対する売上高を記載して

おり、各セグメントの利益又は損失は、営業利益又は損失であります。

　

（日本）

　当セグメントの売上高は、前年同期比26.4％増収の235億40百万円、営業利益は5億20百万円（前年同期は2億5百万

円の営業損失）となりました。

４～６月の国内新車販売台数が、エコカー補助金の復活等により前年同期比59％の増加となり、ＯＥＭ市場向け

の売上高が大きく伸長したこと等によります。

　増収効果により、営業利益も大幅に改善いたしました。

　

（米州）

　当セグメントの売上高は、前年同期比26.1％増収の157億87百万円、営業利益は116.5％増益の7億41百万円となり

ました。

　米国における新車販売台数は、13ケ月連続で前年同月を上回り好調さを持続しております。前年同期は震災影響に

よる部品供給逼迫で、販売単価の安い製品の供給に切り替えざるを得ない状況にありましたが、当第１四半期連結

累計期間においては高付加価値製品を安定的に販売できたことにより、売上高が伸長いたしました。

　営業利益は、増収効果により増益となりました。
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　（欧州）

　当セグメントの売上高は、前年同期比8.5％減収の27億56百万円、営業利益は58百万円（前年同期は5百万円の営業

損失）となりました。

　欧州圏経済は依然低迷を続けており、先行き不透明な状況にあります。こうした経済環境において、ＯＥＭ市場向

け売上高の伸び悩み、及び急速に進んだユーロ安の影響により減収となりましたが、販売費及び一般管理費の削減

等により、営業利益は改善いたしました。

　

（アジア・豪州）

　当セグメントの売上高は、前年同期比11.7％増収の36億83百万円、51百万円の営業損失（前年同期は47百万円の営

業損失）となりました。

　売上高は、東南アジア新興国でのＯＥＭ向け市場を中心に伸長しましたが、タイ新工場の操業開始に伴う費用増に

より、営業損失計上となりました。

　　

(2) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、105億75百万円（前年同期末残高は76億17百

万円）となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、たな卸資産の増加はありましたものの、税金等調整前当期純

利益の計上及び仕入債務の増加等により、3億42百万円の収入（前年同期は27億88百万円の支出）となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、短期貸付金の回収はありましたものの、有形固定資産及び無

形固定資産の取得等により、10億78百万円の支出（前年同期は2億63百万円の収入）となりました。

　その結果、フリー・キャッシュ・フローは、7億35百万円の支出（前年同期は25億24百万円の支出）となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、96百万円の収入（前年同期は26億61万円の収入）となりま

した。

　　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　　

(4) 研究開発活動

　  当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、5百万円であります。

　　なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 450,000,000

計 450,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在
発行数（株）
（平成24年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年８月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 282,744,185 282,744,185

  東京証券取引所

  大阪証券取引所

　（各市場第一部）

単元株式数

1,000株　

計 282,744,185 282,744,185 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金残高
（百万円）

平成24年４月１日～

平成24年６月30日
－ 282,744 － 26,100 － 2,667

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成24年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

　 平成24年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式     801,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 280,907,000 280,907 －

単元未満株式 普通株式   1,036,185 － －

発行済株式総数 282,744,185 － －

総株主の議決権 － 280,907 －

(注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が12,000株（議決権の数12個）含まれて

　　　　　おります。

 

②【自己株式等】

 平成24年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

クラリオン株式会社
埼玉県さいたま市中

央区新都心７番地２
801,000 － 801,000 0.3

計 － 801,000 － 801,000 0.3

　（注）　上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が1,000株（議決権の数 1

個）あります。

なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄に含まれております。

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

す。　

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平成

24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。　
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,611 10,576

受取手形及び売掛金 ※2
 30,717

※2
 29,303

商品及び製品 13,286 14,349

仕掛品 1,681 1,816

原材料及び貯蔵品 7,417 8,484

その他 12,334 10,090

貸倒引当金 △217 △190

流動資産合計 76,832 74,430

固定資産

有形固定資産 23,110 22,833

無形固定資産

のれん 4,567 4,338

ソフトウエア 11,961 12,396

その他 816 870

無形固定資産合計 17,345 17,606

投資その他の資産 ※1
 5,532

※1
 5,190

固定資産合計 45,989 45,629

資産合計 122,821 120,059

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※2
 32,153

※2
 33,402

短期借入金 621 8,586

未払法人税等 769 837

賞与引当金 1,914 1,049

製品保証引当金 327 318

その他 16,357 14,139

流動負債合計 52,142 58,334

固定負債

長期借入金 40,423 32,354

退職給付引当金 10,097 10,053

役員退職慰労引当金 194 169

製品保証引当金 409 353

その他 2,974 3,107

固定負債合計 54,099 46,037

負債合計 106,242 104,372
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 26,100 26,100

資本剰余金 2,669 2,669

利益剰余金 △2,803 △2,248

自己株式 △125 △125

株主資本合計 25,841 26,395

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 331 219

繰延ヘッジ損益 △6 1

土地再評価差額金 1,014 1,019

為替換算調整勘定 △10,795 △12,126

その他の包括利益累計額合計 △9,455 △10,885

少数株主持分 193 177

純資産合計 16,579 15,686

負債純資産合計 122,821 120,059
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

売上高 37,453 45,767

売上原価 32,035 38,427

売上総利益 5,418 7,340

販売費及び一般管理費 5,402 5,997

営業利益 15 1,342

営業外収益

受取利息 17 15

受取配当金 8 9

持分法による投資利益 71 55

その他 46 61

営業外収益合計 144 143

営業外費用

支払利息 137 99

為替差損 16 343

その他 147 67

営業外費用合計 301 510

経常利益又は経常損失（△） △142 976

特別利益

固定資産売却益 17 19

その他 5 0

特別利益合計 22 20

特別損失

固定資産売却損 1 2

固定資産除却損 1 8

事務所移転費用等 5 －

その他 0 －

特別損失合計 8 11

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△128 985

法人税、住民税及び事業税 181 467

法人税等調整額 67 △34

法人税等合計 248 433

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△376 552

少数株主損失（△） △1 △2

四半期純利益又は四半期純損失（△） △375 554
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△376 552

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4 △112

繰延ヘッジ損益 4 7

土地再評価差額金 － 5

為替換算調整勘定 △165 △1,272

持分法適用会社に対する持分相当額 △44 △72

その他の包括利益合計 △210 △1,444

四半期包括利益 △587 △892

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △572 △875

少数株主に係る四半期包括利益 △14 △16
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△128 985

減価償却費 1,594 1,557

のれん償却額 243 228

持分法による投資損益（△は益） △71 △55

貸倒引当金の増減額（△は減少） △32 △13

賞与引当金の増減額（△は減少） △881 △861

退職給付引当金の増減額（△は減少） 61 △38

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △25

製品保証引当金の増減額（△は減少） △12 △27

受取利息及び受取配当金 △26 △25

支払利息 137 99

為替差損益（△は益） △40 4

固定資産除却損 1 8

固定資産売却損益（△は益） △16 △17

売上債権の増減額（△は増加） 807 369

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,320 △2,919

仕入債務の増減額（△は減少） △374 2,328

その他 △287 △859

小計 △2,344 736

利息及び配当金の受取額 51 49

利息の支払額 △138 △96

法人税等の支払額 △355 △346

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,788 342

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △647 △1,164

有形固定資産の売却による収入 988 135

無形固定資産の取得による支出 △1,294 △1,926

投資有価証券の取得による支出 △5 △5

貸付けによる支出 △1,565 △3,055

貸付金の回収による収入 2,789 4,937

投資活動によるキャッシュ・フロー 263 △1,078

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,810 －

長期借入れによる収入 8,000 －

長期借入金の返済による支出 △8,062 △62

リース債務の返済による支出 △122 △120

少数株主からの払込みによる収入 35 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

セール・アンド・リースバックによる収入 － 279

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,661 96

現金及び現金同等物に係る換算差額 △95 △396

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 41 △1,035

現金及び現金同等物の期首残高 7,421 11,610

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

154 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 7,617

※
 10,575
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

（１）連結の範囲の重要な変更

　クラリオンアソシエ㈱は、当第１四半期連結会計期間において、クラリオンセールスアンドマーケティング㈱と合

併したため、連結の範囲から除いております。

　

（２）変更後の連結子会社の数

　19社　

　

【会計方針の変更】

（有形固定資産の減価償却方法の変更）

　従来、当社及び国内連結子会社は、有形固定資産の減価償却方法について、定率法（ただし、平成10年４月１日以降

取得した建物（附属設備を除く）については定額法）を採用しておりましたが、当連結会計年度より、全ての有形

固定資産について定額法に変更しております。

　当社グループは、グローバルな事業展開が加速しており、競争力確保の観点から海外への生産シフトを進めており

ます。また、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により当社グループの国内生産拠点である郡山市の工場にお

いて稼働が一時停止したこともあり、これを契機として平成23年度から平成25年度までの中期経営計画の見直しを

平成23年3月に行った結果、リスク分散の観点からも国内拠点での生産品目を海外拠点でも生産できるよう、複数生

産拠点体制を整備していく方針となりました。

　これにより、国内生産拠点の役割は、高機能商品の国内納入分の生産や新事業、新製品の創出の役割に変化してき

ており、平成24年度以降は安定した生産を行うこととなります。また、平成24年度以降、国内の設備投資は生産合理

化や現有設備の維持更新といった性質の投資となり、設備の稼働が安定化することから、当社及び国内連結子会社

の有形固定資産の減価償却方法を定額法に変更することが使用実態をより適切に反映するものと判断するに至り

ました。

　この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当第１四半期連結累計期間の減価償却費は18百万円減少し、営

業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ18百万円増加しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。　

　

【表示方法の変更】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

　前第１四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示してい

た「賞与引当金の増減額（△は減少）」は、明瞭性を高める観点から表示科目の見直しを行い、当第１四半期連結

累計期間より独立掲記することとしました。

　この表示方法の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っており

ます。

　この結果、前第１四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた△881百万円は、「賞与引当金の増減額（△は減少）」として

組み替えております。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

（税金費用の計算）　

　税金費用につきましては、主に当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効

果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しており

ます。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

　　※１　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成24年６月30日）

投資その他の資産 △10百万円 △10百万円

　

　　※２　四半期連結会計期間末日満期手形

　　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。

　なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期

連結会計期間末日残高に含まれております。　

 
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成24年６月30日）

受取手形 152百万円 164百万円

支払手形 429百万円 155百万円

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のと

おりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

現金及び預金勘定 7,617百万円 10,576百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金　 － △1

現金及び現金同等物 7,617 10,575

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

　　　該当事項はありません。

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

　　　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　 報告セグメント 　 四半期連結

損益計算書

計上額

　
日本 米州 欧州

アジア・

豪州
合計

調整額

　 　

売上高 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 18,62212,5183,0143,29837,453　　　－ 37,453

セグメント間の内部売上高

又は振替高
9,371 145 60 6,34615,924△ 15,924　　　　　－

計  27,99312,6633,0759,64553,378△ 15,924 37,453

セグメント利益又は損失(△) △ 205 342 △ 5 △ 47 82 △ 67 15

(注)　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益又は損失であります。また、セグメント利

益の調整額△67百万円は、全額セグメント間取引消去であり、四半期連結損益計算書計上額と調整を行っ

ております。　

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　 報告セグメント 　 四半期連結

損益計算書

計上額

　
日本 米州 欧州

アジア・

豪州
合計

調整額

　 　

売上高 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 23,54015,7872,7563,68345,767 　　　－ 45,767

セグメント間の内部売上高

又は振替高
12,190 116 34 11,17223,513△ 23,513 　　　－

計  35,73015,9032,79114,85569,281△ 23,513 45,767

セグメント利益又は損失(△) 520 741 58 △ 51 1,268 74 1,342

(注)１．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益又は損失であります。また、セグメント

利益の調整額74百万円は、全額セグメント間取引消去であり、四半期連結損益計算書計上額と調整を行っ

ております。

　　２．「会計方針の変更」に記載のとおり、従来、当社及び国内連結子会社は、有形固定資産の減価償却方法に

ついて、定率法（ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（附属設備を除く）については定額法）を

採用しておりましたが、当連結会計年度より、全ての有形固定資産について定額法に変更しております。

　　　この変更により、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結累計期間のセグメント利益は、日本

が18百万円増加しております。
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（金融商品関係）

　当第１四半期連結会計期間末において、著しい変動はありません。　

　

（有価証券関係）

　その他有価証券で時価のあるものについて、当第１四半期連結会計期間末において著しい変動はありません。　

 

（デリバティブ取引関係）

　当第１四半期連結会計期間末において、著しい変動はありません。

 

（企業結合等関係）

　当第１四半期連結会計期間において、重要な企業結合等はありません。

　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり

四半期純損失金額（△）
△1円33銭 1円97銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（百万円）
△375 554

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は

四半期純損失金額（△）（百万円）
△375 554

普通株式の期中平均株式数（千株） 281,950 281,942

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、前第１四半期連結累計期間は１株当たり四半期純損

失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。当第１四半期連結累計期間は、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年８月７日

クラリオン株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任
社員
業務執行社員

 公認会計士 山元　清二　印

 
指定有限責任
社員
業務執行社員

 公認会計士 大内田　敬　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているクラリオン株式

会社の平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成２４年４月

１日から平成２４年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成２４年４月１日から平成２４年６月３０日ま

で）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四

半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、クラリオン株式会社及び連結子会社の平成２４年６月３０日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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